令和８年度自動車任意保険仕様書

京都市行財政局総務部総務課
(担当：大田・井波 075-222-3045)

　　この仕様書は、京都市行財政局が加入する自動車保険の仕様について定めるものである。

１　自動車保険加入条件
　（１）被保険自動車台数
　　　　４５台（うち原動機付自転車１６台）
　　　　※　詳細は「（別紙１）契約車両一覧」のとおり。
　（２）補償条件等（基本条件）
　　　ア　担保危険等（基本）
　　　　（ア）対人賠償責任：無制限（対人臨時費用特約：なし）
　　　　（イ）対物賠償責任：無制限（免責：なし）
　　　　（ウ）車両保険：付帯なし
　　　　（エ）公有自動車料率適用、フリート多数割引適用
　　　イ　付帯特約等
（1） 弁護士費用（自動車事故型）特約
（2） 保険料払込猶予に関する特約
　　　※　本保険契約時及び契約後に、自動車の入替え等により被保険自動車台数の増減や車種の変更等が生じることがある。その場合の保険料の取扱い等については、別途協議する。

２　契約者
　　京都市長

３　保険期間（保険料算出条件）
　　令和８年４月１日午後４時００分から令和９年４月１日午後４時００分までの１年間の保険料を、自動車ごとに算出すること。

４　保険契約履行に際しての諸条件
・　対人、対物、被害事故における示談交渉等事故処理の一切の業務を行うこと。
・　事故処理体制が、２４時間、３６５日であること。
・　示談交渉の経過、内容等事故に関する書類について、当課が提出を求めた場合は速やかに提出すること。　
・　事故処理事務の効率化、保険料軽減対策等の提示を行うこと。
・　保険料の払込猶予に関する事項について提示を行うこと。
